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　（
１
） 　
専
　
決
　
処
　
分
　
書

　
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67
号
）
第

18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
設
定
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を
す
る
。

　
　
平
成

25
年
３
月

23
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

（
鳥
取
県
基
金
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
基
金
条
例
（
平
成

19
年
鳥
取
県
条
例
第

10
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

　
別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）

　
別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
５
条
、
第
７
条
関
係
）
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名
称

設
置
目
的

積
立
て

運
用
益
金

の
整
理
又

は
処
理

処
分
事
由

略

16
　
鳥

取
県

障
害

者
自

立
支

援
対

策
臨

時
特

例
基

金

　
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律

（
平
成

17
年
法

律
第

12
3号
。

以
下
「
障
害
者

総
合
支
援
法
」

と
い
う
。
）
に

基
づ
く
制
度
の

円
滑
な
運
営
及

び
福
祉
・
介
護

人
材
の
確
保
を

図
る
こ
と
。

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計

上
し
て
当

該
基
金
に

積
立
て

　
県
又
は
市
町
村
が

行
う
次
の
事
業
の
た

め
に
必
要
な
経
費
の

財
源
に
充
て
る
と

き
。

 （
１
）
障
害
者
総
合

支
援
法
に
よ
る
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
事
業

者
に
対
す
る
運
営

の
安
定
化
等
を
図

る
措
置
の
た
め
の

事
業

（
２
）
障
害
者
総
合

支
援
法
に
よ
る
新

し
い
事
業
体
系
へ

の
移
行
等
の
た
め

の
円
滑
な
実
施
を

図
る
措
置
の
た
め

の
事
業

（
３
）
略

名
称

設
置
目
的

積
立
て

運
用
益
金

の
整
理
又

は
処
理

処
分
事
由

略

16
　
鳥

取
県

障
害

者
自

立
支

援
対

策
臨

時
特

例
基

金

　
障
害
者
自
立

支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
に
基

づ
く
制
度
の
円

滑
な
運
営
及
び

福
祉
・
介
護
人

材
の
確
保
を
図

る
こ
と
。

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計

上
し
て
当

該
基
金
に

積
立
て

　
県
又
は
市
町
村
が

行
う
次
の
事
業
の
た

め
に
必
要
な
経
費
の

財
源
に
充
て
る
と

き
。

（
１
）
障
害
者
自
立

支
援
法
に
よ
る
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
事
業

者
に
対
す
る
運
営

の
安
定
化
等
を
図

る
措
置
の
た
め
の

事
業

（
２
）
障
害
者
自
立

支
援
法
に
よ
る
新

し
い
事
業
体
系
へ

の
移
行
等
の
た
め

の
円
滑
な
実
施
を

図
る
措
置
の
た
め

の
事
業

（
３
）
略
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名
称

設
置
目
的

積
立
て

運
用
益
金

の
整
理
又

は
処
理

処
分
事
由

略

16
　
鳥

取
県

障
害

者
自

立
支

援
対

策
臨

時
特

例
基

金

　
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律

（
平
成

17
年
法

律
第

12
3号
。

以
下
「
障
害
者

総
合
支
援
法
」

と
い
う
。
）
に

基
づ
く
制
度
の

円
滑
な
運
営
及

び
福
祉
・
介
護

人
材
の
確
保
を

図
る
こ
と
。

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計

上
し
て
当

該
基
金
に

積
立
て

　
県
又
は
市
町
村
が

行
う
次
の
事
業
の
た

め
に
必
要
な
経
費
の

財
源
に
充
て
る
と

き
。

 （
１
）
障
害
者
総
合

支
援
法
に
よ
る
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
事
業

者
に
対
す
る
運
営

の
安
定
化
等
を
図

る
措
置
の
た
め
の

事
業

（
２
）
障
害
者
総
合

支
援
法
に
よ
る
新

し
い
事
業
体
系
へ

の
移
行
等
の
た
め

の
円
滑
な
実
施
を

図
る
措
置
の
た
め

の
事
業

（
３
）
略

名
称

設
置
目
的

積
立
て

運
用
益
金

の
整
理
又

は
処
理

処
分
事
由

略

16
　
鳥

取
県

障
害

者
自

立
支

援
対

策
臨

時
特

例
基

金

　
障
害
者
自
立

支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
に
基

づ
く
制
度
の
円

滑
な
運
営
及
び

福
祉
・
介
護
人

材
の
確
保
を
図

る
こ
と
。

一
般
会

計
歳
入

歳
出
予

算
に
定

め
る
額

一
般
会
計

歳
入
歳
出

予
算
に
計

上
し
て
当

該
基
金
に

積
立
て

　
県
又
は
市
町
村
が

行
う
次
の
事
業
の
た

め
に
必
要
な
経
費
の

財
源
に
充
て
る
と

き
。

（
１
）
障
害
者
自
立

支
援
法
に
よ
る
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
事
業

者
に
対
す
る
運
営

の
安
定
化
等
を
図

る
措
置
の
た
め
の

事
業

（
２
）
障
害
者
自
立

支
援
法
に
よ
る
新

し
い
事
業
体
系
へ

の
移
行
等
の
た
め

の
円
滑
な
実
施
を

図
る
措
置
の
た
め

の
事
業

（
３
）
略

（
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

42
年
鳥
取
県
条
例
第

31
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
介
護
補
償
）

第
９
条
の
２
　
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

が
、
当
該
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
と
な
っ
た

障
害
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を

要
す
る
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お

（
介
護
補
償
）

第
９
条
の
２
　
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

が
、
当
該
傷
病
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
と
な
っ
た

障
害
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
程
度
の
も
の
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を

要
す
る
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お

（
４
）
そ
の
他
障
害

者
総
合
支
援
法
及

び
福
祉
・
介
護
人

材
の
確
保
対
策
の

円
滑
な
実
施
の
た

め
に
緊
急
に
必
要

と
さ
れ
る
事
業

略

（
４
）
そ
の
他
障
害

者
自
立
支
援
法
及

び
福
祉
・
介
護
人

材
の
確
保
対
策
の

円
滑
な
実
施
の
た

め
に
緊
急
に
必
要

と
さ
れ
る
事
業

略
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い
て
は
、
介
護
補
償
と
し
て
、
当
該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
常
時
又
は
随

時
介
護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
知
事
が
定
め
る
金
額

を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入
所

し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、
行
わ
な
い
。

　（
１
）
略

　（
２
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第

11
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援

施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い

る
場
合
（
同
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次
号
に
お
い
て
「
生
活
介

護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

　（
３
）
略

い
て
は
、
介
護
補
償
と
し
て
、
当
該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
常
時
又
は
随

時
介
護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
知
事
が
定
め
る
金
額

を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入
所

し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、
行
わ
な
い
。

　（
１
）
略

　（
２
）
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第

12
項
に

規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い

う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場
合
（
同
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次

号
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

　（
３
）
略

（
鳥
取
県
保
護
施
設
及
び
授
産
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
３
条
　
鳥
取
県
保
護
施
設
及
び
授
産
施
設
に
関
す
る
条
例
（
平
成

24
年
鳥
取
県
条
例
第

70
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
趣
旨
)

（
趣
旨
）
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い
て
は
、
介
護
補
償
と
し
て
、
当
該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
常
時
又
は
随

時
介
護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
知
事
が
定
め
る
金
額

を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入
所

し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、
行
わ
な
い
。

　（
１
）
略

　（
２
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第

11
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援

施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い

る
場
合
（
同
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次
号
に
お
い
て
「
生
活
介

護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

　（
３
）
略

い
て
は
、
介
護
補
償
と
し
て
、
当
該
介
護
を
受
け
て
い
る
期
間
、
常
時
又
は
随

時
介
護
を
受
け
る
場
合
に
通
常
要
す
る
費
用
を
考
慮
し
て
知
事
が
定
め
る
金
額

を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
入
院
し
、
又
は
入
所

し
て
い
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
介
護
補
償
は
、
行
わ
な
い
。

　（
１
）
略

　（
２
）
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第

12
項
に

規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い

う
。
）
に
入
所
し
て
い
る
場
合
（
同
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
（
次

号
に
お
い
て
「
生
活
介
護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

　（
３
）
略

（
鳥
取
県
保
護
施
設
及
び
授
産
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
３
条
　
鳥
取
県
保
護
施
設
及
び
授
産
施
設
に
関
す
る
条
例
（
平
成

24
年
鳥
取
県
条
例
第

70
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
趣
旨
)

（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

14
4号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第

39
条
第
１
項
及
び
社
会
福
祉
法
（
昭
和

26
年
法
律
第

45
号
）
第

65
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第

38
条
第
１
項
に
規
定
す
る

保
護
施
設
及
び
社
会
福
祉
法
第
２
条
第
２
項
第
７
号
に
規
定
す
る
授
産
施
設

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第

11
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援

施
設
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
保
護
施
設
等
」

と
い
う
。
）
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

14
4号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第

39
条
第
１
項
及
び
社
会
福
祉
法
（
昭
和

26
年
法
律
第

45
号
）
第

65
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第

38
条
第
１
項
に
規
定
す
る

保
護
施
設
及
び
社
会
福
祉
法
第
２
条
第
２
項
第
７
号
に
規
定
す
る
授
産
施
設

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第

12
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援

施
設
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
保
護
施
設
等
」

と
い
う
。
）
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
鳥
取
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

第
４
条
　
鳥
取
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
（
昭
和

47
年
鳥
取
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
組
織
）

第
４
条
　
略

２
　
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

　（
１
）・
（
２
）
略

（
組
織
）

第
４
条
　
略

２
　
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

　（
１
）・
（
２
）
略
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　（
３
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者

　（
４
）
略

３
　
略

　（
３
）
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第
１
項
に

規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者

　（
４
）
略

３
　
略

（
鳥
取
県
特
別
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正
）

第
５
条
　
鳥
取
県
特
別
医
療
費
助
成
条
例
（
昭
和

48
年
鳥
取
県
条
例
第

27
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
補
助
金
の
交
付
）

第
３
条
　
略

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

　（
１
）
別
表
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第

22
項
に
規
定
す

る
自
立
支
援
医
療
（
以
下
「
自
立
支
援
医
療
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る

（
補
助
金
の
交
付
）

第
３
条
　
略

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

　（
１
）
別
表
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第

５
条
第

23
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
医
療
（
以
下
「
自
立
支
援
医
療
」
と
い

う
。
）
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
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　（
３
）
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者

　（
４
）
略

３
　
略

　（
３
）
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第
１
項
に

規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者

　（
４
）
略

３
　
略

（
鳥
取
県
特
別
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正
）

第
５
条
　
鳥
取
県
特
別
医
療
費
助
成
条
例
（
昭
和

48
年
鳥
取
県
条
例
第

27
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
補
助
金
の
交
付
）

第
３
条
　
略

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

　（
１
）
別
表
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第

22
項
に
規
定
す

る
自
立
支
援
医
療
（
以
下
「
自
立
支
援
医
療
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る

（
補
助
金
の
交
付
）

第
３
条
　
略

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

　（
１
）
別
表
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第

５
条
第

23
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
医
療
（
以
下
「
自
立
支
援
医
療
」
と
い

う
。
）
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第

53
条
第
１
項
の
申
請
を

し
な
い
者
（
以
下
「
自
立
支
援
医
療
未
申
請
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

に
係
る
被
保
険
者
等
負
担
金
の
助
成
に
要
す
る
経
費
の
額
の
２
分
の
１
に
相

当
す
る
額

　
　
ア
・
イ
　
略

　（
２
）・
（
３
）
略

（
一
部
負
担
金
）

第
４
条
　
前
条
第
２
項
第
２
号
の
一
部
負
担
金
の
額
は
、
健
康
保
険
法
第

63
条
第

３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
」
と
い

う
。
）
又
は
同
法
第

88
条
第
１
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
事
業
所

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
１
月
に
つ
き
同
法
第

76
条
第
２
項
及
び
第
３
項
又
は
第

88

条
第
４
項
及
び
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成

18
年
政
令

第
10
号
）
第

35
条
第
１
号
に
規
定
す
る
高
額
治
療
継
続
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

者
が
支
給
認
定
を
受
け
た
自
立
支
援
医
療
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

10
0分
の

10
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
５
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

こ
れ
を
切
り
捨
て
、
５
円
以
上

10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を

10
円

に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

53
条
第
１
項
の
申
請
を
し
な
い
者
（
以
下
「
自
立
支
援
医
療
未
申
請
者
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
係
る
被
保
険
者
等
負
担
金
の
助
成
に
要
す
る
経
費

の
額
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額

　
　
ア
・
イ
　
略

　（
２
）・
（
３
）
略

（
一
部
負
担
金
）

第
４
条
　
前
条
第
２
項
第
２
号
の
一
部
負
担
金
の
額
は
、
健
康
保
険
法
第

63
条
第

３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
」
と
い

う
。
）
又
は
同
法
第

88
条
第
１
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
事
業
所

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
１
月
に
つ
き
同
法
第

76
条
第
２
項
及
び
第
３
項
又
は
第

88

条
第
４
項
及
び
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
（
障
害
者
自
立
支
援
法

施
行
令
（
平
成

18
年
政
令
第

10
号
）
第

35
条
第
１
号
に
規
定
す
る
高
額
治
療
継

続
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
障
害
者
自
立
支
援
法
第

52
条
の
支
給
認
定
を
受

け
た
自
立
支
援
医
療
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

10
0分
の

10
を
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
５
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

５
円
以
上

10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を

10
円
に
切
り
上
げ
た
額
）

と
す
る
。
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２
～
６
　
略

２
～
６
　
略

（
鳥
取
県
立
社
会
福
祉
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
６
条
　
鳥
取
県
立
社
会
福
祉
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

39
年
鳥
取
県
条
例
第

11
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
障
害
児
入
所
施
設
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
使
用
料
等
の
徴

収
）

第
７
条
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）

第
５
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
に
係
る
鳥
取
県
立
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー

（
以
下
「
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
利
用
並
び
に
同
条
第
８
項
に

規
定
す
る
短
期
入
所
（
次
条
に
お
い
て
「
短
期
入
所
」
と
い
う
。
）
に
係
る
鳥

取
県
立
皆
成
学
園
（
以
下
「
皆
成
学
園
」
と
い
う
。
）
及
び
総
合
療
育
セ
ン

タ
ー
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
１
月
に
つ
き
、
同
法
第

29
条
第
３
項
第
１
号
に
掲

げ
る
額
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

２
～
８
　
略

（
障
害
児
入
所
施
設
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
使
用
料
等
の
徴

収
）

第
７
条
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第
７
項
に

規
定
す
る
生
活
介
護
に
係
る
鳥
取
県
立
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
総
合
療

育
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
利
用
並
び
に
同
条
第
８
項
に
規
定
す
る
短
期
入

所
（
次
条
に
お
い
て
「
短
期
入
所
」
と
い
う
。
）
に
係
る
鳥
取
県
立
皆
成
学
園

（
以
下
「
皆
成
学
園
」
と
い
う
。
）
及
び
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
つ
い

て
は
、
１
月
に
つ
き
、
同
法
第

29
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
の
使
用
料
を

徴
収
す
る
。

２
～
８
　
略
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２
～
６
　
略

２
～
６
　
略

（
鳥
取
県
立
社
会
福
祉
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
６
条
　
鳥
取
県
立
社
会
福
祉
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

39
年
鳥
取
県
条
例
第

11
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
障
害
児
入
所
施
設
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
使
用
料
等
の
徴

収
）

第
７
条
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）

第
５
条
第
７
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
に
係
る
鳥
取
県
立
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー

（
以
下
「
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
利
用
並
び
に
同
条
第
８
項
に

規
定
す
る
短
期
入
所
（
次
条
に
お
い
て
「
短
期
入
所
」
と
い
う
。
）
に
係
る
鳥

取
県
立
皆
成
学
園
（
以
下
「
皆
成
学
園
」
と
い
う
。
）
及
び
総
合
療
育
セ
ン

タ
ー
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
１
月
に
つ
き
、
同
法
第

29
条
第
３
項
第
１
号
に
掲

げ
る
額
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
。

２
～
８
　
略

（
障
害
児
入
所
施
設
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
使
用
料
等
の
徴

収
）

第
７
条
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
５
条
第
７
項
に

規
定
す
る
生
活
介
護
に
係
る
鳥
取
県
立
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
総
合
療

育
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
利
用
並
び
に
同
条
第
８
項
に
規
定
す
る
短
期
入

所
（
次
条
に
お
い
て
「
短
期
入
所
」
と
い
う
。
）
に
係
る
鳥
取
県
立
皆
成
学
園

（
以
下
「
皆
成
学
園
」
と
い
う
。
）
及
び
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
つ
い

て
は
、
１
月
に
つ
き
、
同
法
第

29
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
の
使
用
料
を

徴
収
す
る
。

２
～
８
　
略

（
障
害
者
支
援
施
設
に
お
け
る
利
用
料
金
）

第
８
条
　
短
期
入
所
に
係
る
鳥
取
県
立
鹿
野
か
ち
み
園
及
び
鳥
取
県
立
鹿
野
第
二

か
ち
み
園
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
は
、
１
月

に
つ
き
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第

29
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
児
童
福
祉
法
第

21
条
の
６
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

35
年
法
律

第
37
号
）
第

18
条
第
１
項
又
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第

15
条
の
４
の
措
置
に
よ

る
利
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
障
害
者
総
合
支
援
法
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
鳥
取
県
立
鹿
野
か
ち
み
園
及
び
鳥
取
県
立
鹿
野
第
二
か
ち
み
園
の
利
用

料
金
は
、
１
月
に
つ
き
、
同
法
第

29
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
児
童
福
祉
法
第

21
条
の
６
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第

18
条
第
２
項
又

は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第

16
条
第
１
項
第
２
号
の
措
置
に
よ
る
利
用
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
～
５
　
略

（
障
害
者
支
援
施
設
に
お
け
る
利
用
料
金
）

第
８
条
　
短
期
入
所
に
係
る
鳥
取
県
立
鹿
野
か
ち
み
園
及
び
鳥
取
県
立
鹿
野
第
二

か
ち
み
園
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
は
、
１
月

に
つ
き
、
障
害
者
自
立
支
援
法
第

29
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
児
童
福
祉
法
第

21
条
の
６
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

35
年
法
律

第
37
号
）
第

18
条
第
１
項
又
は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第

15
条
の
４
の
措
置
に
よ

る
利
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
障
害
者
自
立
支
援
法
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
鳥
取
県
立
鹿
野
か
ち
み
園
及
び
鳥
取
県
立
鹿
野
第
二
か
ち
み
園
の
利
用

料
金
は
、
１
月
に
つ
き
、
同
法
第

29
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

た
だ
し
、
児
童
福
祉
法
第

21
条
の
６
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第

18
条
第
２
項
又

は
知
的
障
害
者
福
祉
法
第

16
条
第
１
項
第
２
号
の
措
置
に
よ
る
利
用
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
～
５
　
略

（
鳥
取
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
７
条
　
鳥
取
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成

2 4
年
鳥
取
県
条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
不
服
審
査
会
の
組
織
）

第
３
条
　
不
服
審
査
会
は
、
委
員
５
人
で
組
織
し
、
当
該
委
員
で
構
成
す
る
合
議

体
で
審
査
請
求
の
事
件
を
取
り
扱
う
。

２
　
不
服
審
査
会
の
委
員
、
会
長
そ
の
他
不
服
審
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

法
第

56
条
の
５
の
５
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
。
以

下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
８
章
並
び
に
政
令
第

44
条
の
５
及

び
第

44
条
の
６
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
不
服
審
査
会
が
定
め
る
。

（
関
係
人
等
に
対
す
る
報
酬
）

第
４
条
　
法
第

56
条
の
５
の
５
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
障
害
者
総
合
支
援
法

第
10

3条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
関
係
人
及
び
診
断
そ
の
他
の
調
査

を
し
た
医
師
等
が
受
け
る
報
酬
の
額
は
、
鳥
取
県
知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成

19
年
鳥
取
県
条
例
第

38
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す

る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
知
事
が
別
に
定
め
る
。

（
不
服
審
査
会
の
組
織
）

第
３
条
　
不
服
審
査
会
は
、
委
員
５
人
で
組
織
し
、
当
該
委
員
で
構
成
す
る
合
議

体
で
審
査
請
求
の
事
件
を
取
り
扱
う
。

２
　
不
服
審
査
会
の
委
員
、
会
長
そ
の
他
不
服
審
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

法
第

56
条
の
５
の
５
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
８
章
並
び
に
政
令
第

44
条
の
５
及
び
第

44
条
の
６
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
不
服
審
査
会
が
定
め
る
。

（
関
係
人
等
に
対
す
る
報
酬
）

第
４
条
　
法
第

56
条
の
５
の
５
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
障
害
者
自
立
支
援
法

第
10

3条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
関
係
人
及
び
診
断
そ
の
他
の
調
査

を
し
た
医
師
等
が
受
け
る
報
酬
の
額
は
、
鳥
取
県
知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成

19
年
鳥
取
県
条
例
第

38
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す

る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
知
事
が
別
に
定
め
る
。
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次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
不
服
審
査
会
の
組
織
）

第
３
条
　
不
服
審
査
会
は
、
委
員
５
人
で
組
織
し
、
当
該
委
員
で
構
成
す
る
合
議

体
で
審
査
請
求
の
事
件
を
取
り
扱
う
。

２
　
不
服
審
査
会
の
委
員
、
会
長
そ
の
他
不
服
審
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

法
第

56
条
の
５
の
５
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
。
以

下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
８
章
並
び
に
政
令
第

44
条
の
５
及

び
第

44
条
の
６
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
不
服
審
査
会
が
定
め
る
。

（
関
係
人
等
に
対
す
る
報
酬
）

第
４
条
　
法
第

56
条
の
５
の
５
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
障
害
者
総
合
支
援
法

第
10

3条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
関
係
人
及
び
診
断
そ
の
他
の
調
査

を
し
た
医
師
等
が
受
け
る
報
酬
の
額
は
、
鳥
取
県
知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成

19
年
鳥
取
県
条
例
第

38
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す

る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
知
事
が
別
に
定
め
る
。

（
不
服
審
査
会
の
組
織
）

第
３
条
　
不
服
審
査
会
は
、
委
員
５
人
で
組
織
し
、
当
該
委
員
で
構
成
す
る
合
議

体
で
審
査
請
求
の
事
件
を
取
り
扱
う
。

２
　
不
服
審
査
会
の
委
員
、
会
長
そ
の
他
不
服
審
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

法
第

56
条
の
５
の
５
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
８
章
並
び
に
政
令
第

44
条
の
５
及
び
第

44
条
の
６
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
不
服
審
査
会
が
定
め
る
。

（
関
係
人
等
に
対
す
る
報
酬
）

第
４
条
　
法
第

56
条
の
５
の
５
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
障
害
者
自
立
支
援
法

第
10

3条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た
関
係
人
及
び
診
断
そ
の
他
の
調
査

を
し
た
医
師
等
が
受
け
る
報
酬
の
額
は
、
鳥
取
県
知
事
等
の
給
与
及
び
旅
費
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成

19
年
鳥
取
県
条
例
第

38
号
）
第
４
条
第
１
項
に
規
定
す

る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
知
事
が
別
に
定
め
る
。

（
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
８
条
　
鳥
取
県
障
害
児
通
所
支
援
事
業
及
び
障
害
児
入
所
施
設
に
関
す
る
条
例
（
平
成

24
年
鳥
取
県
条
例
第

81
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
従
業
者
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
）

第
６
条
　
指
定
通
所
支
援
の
事
業
の
従
業
者
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

は
、
障
害
児
通
所
支
援
の
種
類
に
応
じ
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
児
童
発
達
支
援
、
医
療
型
児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及

び
保
育
所
等
訪
問
支
援
並
び
に
障
害
者
総
合
支
援
法
第
５
条
第
７
項
に
規
定
す

る
生
活
介
護
、
同
条
第

12
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第

13
項
に
規
定
す

る
就
労
移
行
支
援
及
び
同
条
第

14
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
の
う
ち
２
種

類
以
上
の
事
業
を
一
体
的
に
行
う
事
業
所
に
係
る
当
該
基
準
は
、
事
業
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
配
慮

し
て
規
則
で
定
め
る
。

２
・
３
　
略

（
障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
従
業
者
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
）

第
６
条
　
指
定
通
所
支
援
の
事
業
の
従
業
者
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

は
、
障
害
児
通
所
支
援
の
種
類
に
応
じ
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
児
童
発
達
支
援
、
医
療
型
児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及

び
保
育
所
等
訪
問
支
援
並
び
に
障
害
者
総
合
支
援
法
第
５
条
第
７
項
に
規
定
す

る
生
活
介
護
、
同
条
第

13
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第

14
項
に
規
定
す

る
就
労
移
行
支
援
及
び
同
条
第

15
項
に
規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
の
う
ち
２
種

類
以
上
の
事
業
を
一
体
的
に
行
う
事
業
所
に
係
る
当
該
基
準
は
、
事
業
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
に
配
慮

し
て
規
則
で
定
め
る
。

２
・
３
　
略

（
鳥
取
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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第
９
条
　
鳥
取
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第

14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

　（
１
）～
（
４
）
略

　
（
５
）
法
第

45
条
第
１
項
の
申
請
に
対
す
る
決
定
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第

52
条
第
１
項
に
規

定
す
る
支
給
認
定
（
精
神
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事

務
の
う
ち
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の

　
（
６
）
障
害
者
総
合
支
援
法
第

22
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
が
同

条
第
１
項
に
規
定
す
る
支
給
要
否
決
定
を
行
う
に
当
た
り
意
見
を
述
べ
る

こ
と
。

　
（
７
）
障
害
者
総
合
支
援
法
第

26
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
に
対

し
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

　（
８
）・
（
９
）
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

　（
１
）～
（
４
）
略

　
（
５
）
法
第

45
条
第
１
項
の
申
請
に
対
す
る
決
定
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法

（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第

52
条
第
１
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
（
精

神
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
専
門
的
な
知

識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の

　
（
６
）
障
害
者
自
立
支
援
法
第

22
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
が
同

条
第
１
項
に
規
定
す
る
支
給
要
否
決
定
を
行
う
に
当
た
り
意
見
を
述
べ
る

こ
と
。

　
（
７
）
障
害
者
自
立
支
援
法
第

26
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
に
対

し
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

　（
８
）・
（
９
）
略
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附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
平
成

25
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
中
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
９
条
の
２
第

２
号
の
改
正
規
定
（
「
第
５
条
第

12
項
」
を
「
第
５
条
第

11
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
３
条
の
規
定
、
第
５
条
中
鳥
取
県
特
別
医
療
費
助
成
条
例
第
３
条
第

２
項
第
１
号
の
改
正
規
定
（
「
第
５
条
第

23
項
」
を
「
第
５
条
第

22
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
８
条
の
規
定
は
、
平
成

26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
９
条
　
鳥
取
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
３
年
鳥
取
県
条
例
第

14
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

　（
１
）～
（
４
）
略

　
（
５
）
法
第

45
条
第
１
項
の
申
請
に
対
す
る
決
定
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第

52
条
第
１
項
に
規

定
す
る
支
給
認
定
（
精
神
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事

務
の
う
ち
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の

　
（
６
）
障
害
者
総
合
支
援
法
第

22
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
が
同

条
第
１
項
に
規
定
す
る
支
給
要
否
決
定
を
行
う
に
当
た
り
意
見
を
述
べ
る

こ
と
。

　
（
７
）
障
害
者
総
合
支
援
法
第

26
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
に
対

し
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

　（
８
）・
（
９
）
略

（
業
務
）

第
３
条
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

　（
１
）～
（
４
）
略

　
（
５
）
法
第

45
条
第
１
項
の
申
請
に
対
す
る
決
定
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法

（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第

52
条
第
１
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
（
精

神
障
害
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
専
門
的
な
知

識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の

　
（
６
）
障
害
者
自
立
支
援
法
第

22
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
が
同

条
第
１
項
に
規
定
す
る
支
給
要
否
決
定
を
行
う
に
当
た
り
意
見
を
述
べ
る

こ
と
。

　
（
７
）
障
害
者
自
立
支
援
法
第

26
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
町
村
に
対

し
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

　（
８
）・
（
９
）
略


